
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商標のコンセント制度の実際 

 

商標のコンセント制度は、以前ご紹介したように、昨年の 4 月 1 日からの出願商

標について、従来であれば、他人の先行登録商標と類似する商標に該当するとして

拒絶されていた商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行

登録商標と出願商標（以下「両商標」といいます。）との間で混同を生ずるおそれが

ないものについては、登録が認められることとなりました。これにより新規事業で

のブランド選択の幅が広がることとなります。 

1年余りが経過しましたが、このコンセント制度にて実際に登録になった商標が特

許庁にて公表されていたので、紹介いたします。 

 

 

引用：経済産業省 2025/4/7ニュースリリースより 

 

なお、出願人は、以下の資料を準備して、特許庁に提出したようです。 

（１）他人の承諾を得ていることができる資料として、「承諾書」 

（２）「混同を生じるおそれがない」ことを明らかにする資料として、「合意書」、 

「出願人の業務内容に関する資料」、「先行登録商標権者の業務内容に関する

資料」 
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